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☆高齢者世帯等生活支援金☆☆高齢者世帯等生活支援金☆
　町では、下記の支給要件に該当する高齢者及び障がい者世帯を対象に、コロナ禍における原油価格や物価
高騰の影響緩和に対する経済支援を行います。
　対象となる世帯へは、案内文書を郵送していますので、期日までに手続きをお願いいたします。
　また、下記の要件に該当しているのに、案内文書が届かない場合は、お早目に担当課までご確認ください。
　なお、期日までに申請がない場合は、給付金を受け取ることが出来なくなりますので、ご注意ください。
◈支給対象となる要件
　基準日となる令和４年６月１日現在、本町の住民基本台帳に記載されている者で、下記のいずれかに該当
し、かつ、世帯主及び全ての世帯員が令和４年度分の町民税均等割を課税されていないものに限ります。
　（１）満６５歳以上の者の属する世帯
　（２）身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者の属する世帯
◈支 給 額　１世帯あたり　２０，０００円

◈受付期間　令和４年１０月３日（月）～令和５年２月１０日（金）

◈令和４年１０月１３日（木）に下記の会館での受付も行います。
　①中ノ沢振興会館　　９：００～１０：００　　　③双葉振興会館　１３：３０～１４：００
　②国縫振興会館　１０：３０～１１：３０　　　④静狩振興会館　１４：３０～１５：３０

【お問い合わせ先】　保健福祉課福祉係　☎２－２４５４
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ふれあい会館の使用開始のお知らせふれあい会館の使用開始のお知らせ
　新開寿の家と南栄町老人憩の家を統合した中規模集会施設については、会館名をふれあい会館として１０月
１日から使用開始をしました。
　新開寿の家と南栄町老人憩の家は、１０月からは使用できませんのでお知らせいたします。

【町民課生活環境係】


